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  令和６年３月２５日 

 

鳥取市長 深 澤 義 彦    

 

鳥取市規則第１７号 

   鳥取市漁港管理条例施行規則の一部を改正する規則 

 鳥取市漁港管理条例施行規則（平成１６年鳥取市規則第１６４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第１０条ただし書中「漁港漁場整備法施行規則（昭和２６年農林水産省令第４７号）

第８条の２」を「漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則（昭和２６年農林省令第

４７号）第１７条」に改める。 

様式第９号中「漁港漁場整備法施行規則」を「漁港及び漁場の整備等に関する法律施

行規則」に、「第８条の２」を「第１７条」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 


